


12
月
の
活
動

生
活
相
談

・
国
保
滞
納
に
よ
る
差
し

押
さ
え
に
つ
い
て

・
所
有
者
不
明
の
土
地
に

あ
る
倒
木
の
処
理
に
つ
い

て
所
有
者
が
判
明
し
、
そ

の
後
の
対
応
に
つ
い
て

・
国
有
地
で
あ
る
側
溝
の

ふ
た
掛
け
に
つ
い
て

議
員
活
動

１
日

団
会
議

２
日

都
筑
区
後
援
会
で
市

政
報
告

３
日
六
ッ
川
台
後
援
会
で

市
政
報
告

４
日
生
活
相
談

５
日

本
会
議

６
日

団
会
議

議
員
研
修

会

花
博
に
つ
い
て
の
ヒ

ア
リ
ン
グ

７
日

生
活
相
談
で
現
地
調

査
に
行
く

国
有
地
で
あ

る
側
溝
の
ふ
た
掛
け
と
入

口
に
柵
を
作
る
と
、
関
東

財
務
局
が
回
答
。

８
日
本
会
議

団
長
会

９
日
六
ッ
川
地
域
で
市
政

報
告
会

10
日

南
消
防
団
主
催
「
あ
っ

た
か
ハ
ー
ト
コ
ン
サ
ー
ト
」

に
出
演

11
日

畑
野
衆
議
員
と
県
内

共
産
党
議
員
で
国
政
要
望

を
行
い
、
私
は
、
文
部
科

学
省
に
「
教
員
の
働
き
過

ぎ
を
改
善
す
る
こ
と
」
な

ど
を
訴
え
ま
し
た
。

13
日

政
策
・
総
務
・
財
政

常
任
委
員
会

15
日

団
会
議

16
日

成
年
後
見
制
度
の
学

習
会

19
日

本
会
議

20
日

ポ
ス
タ
ー
写
真
撮
り

21
日

団
会
議

22
日

生
活
相
談

23
日

中
区
後
援
会
で
市
政

報
告
会

25
日

生
活
相
談
で
南
土
木

事
務
所
へ

28
日
～
30
日

消
防
団
員
と

し
て
年
末
警
戒
に
参
加
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あ
ら
き
の
ぼ
や
き

い
よ
い
よ
冬
の
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
が
２
月
か
ら
始

ま
り
ま
す
。
私
は
フ
ィ

ギ
ュ
ア
ス
ケ
ー
ト
が
大

好
き
で
、
羽
生
結
弦
選

手
や
宇
野
昌
磨
選
手
、

そ
し
て
復
帰
し
た
宮
原

知
子
選
手
、
成
長
著
し

い
坂
本
花
織
選
手
な
ど

ど
の
選
手
も
若
い
な
が

ら
も
落
ち
着
い
て
い
て
、

素
晴
ら
し
い
演
技
を
見

せ
て
く
れ
、
毎
回
感
動

を
し
て
い
ま
す
。
で
も

一
番
好
き
な
の
は
、
ア

イ
ス
ダ
ン
ス
で
す
。
こ

れ
ら
の
試
合
が
行
わ
れ

る
時
期
に
予
算
議
会
が

始
ま
る
の
で
、
気
が
気

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

ず
録
画
予
約
し
な
い
と
。

あ
ら
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冬
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ダ
ン
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れ
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の
試
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が
行
わ
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る
時
期
に
予
算
議
会
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始
ま
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の
で
、
気
が
気

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

ず
録
画
予
約
し
な
い
と
。

※
「
民
泊
条
例
」
を
ご
存

知
で
す
か
。

日
本
共
産
党
横
浜
市
議

団
は
12
月
21
日
「
（
仮
称
）

横
浜
市
住
宅
宿
泊
事
業
に

関
す
る
条
例
」
の
骨
子
に

対
す
る
申
し
入
れ
を
、
林

市
長
あ
て
に
行
い
ま
し
た
。

２
０
１
７
年
６
月
に

「
住
宅
宿
泊
事
業
法
」
い

わ
ゆ
る
「
民
泊
」
新
法
が

成
立
し
ま
し
た
。
こ
の
法

は
、
届
出
ひ
と
つ
で
住
宅

地
（
低
層
住
宅
専
用
地
域
）

で
も
、
住
居
を
使
っ
て
宿

泊
事
業
を
行
う
こ
と
を
可

能
に
し
た
も
の
で
す
。
こ

れ
ま
で
は
宿
泊
は
、
旅
館

業
法
で
、
衛
生
や
安
全
確

保
な
ど
の
基
準
に
適
合
し
、

許
可
さ
れ
た
も
の
に
限
定

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

日
本
共
産
党
は
、
住
宅

地
で
の
宿
泊
業
の
解
禁
は
、

安
全
確
保
の
点
か
ら
も
問

題
が
あ
り
、
現
在
全
国
に

広
が
っ
て
い
る
違
法
な

「
民
泊
」
の
現
状
を
追
認

す
る
も
の
と
し
て
、
こ
の

法
案
に
つ
い
て
は
反
対
し

て
き
ま
し
た
。

○
横
浜
市
は
、
民
泊
新
法

の
成
立
を
受
け
て
、
住
居

地
に
つ
い
て
の
み
規
制
を

か
け
、
平
日
の
月
曜
日
か

ら
木
曜
日
の
営
業
を
禁
じ

る
条
例
骨
子
を
示
し
ま
し

た
。

そ
の
骨
子
に
対
し
、

①

住
居
専
用
地
域
だ
け
で

な
く
、
木
造
住
宅
密
集
地

や
袋
小
路
に
な
っ
て
い
る

地
域
、
横
浜
市
歴
史
的
景

観
保
全
地
区
、
旅
館
業
法

で
規
制
さ
れ
て
い
る
学
校
、

児
童
福
祉
施
設
な
ど
の
周

辺
、
そ
の
他
必
要
な
地
域

で
は
、
「
民
泊
」
を
認
め

な
い
こ
と
。

②

民
泊
事
業
者
は
、
民
泊

施
設
な
ど
を
立
地
・
提
供

す
る
時
は
、
地
域
住
民
に

告
知
し
、
説
明
会
を
開
く

な
ど
、
住
民
の
理
解
を
得

る
こ
と
。

な
ど
、
８
項
目
を
申
し
入

れ
ま
し
た
。
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